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阿久比町民憲章
　わたしたち阿久比町民は、ここに町民憲章を定
め、よりよい町づくりに努めることを誓います。
◎ホタル飛びかう、豊かな自然を守ります。
◎歴史と伝統を守り、教養を高めます。
◎スポーツに親しみ、健康で明るい家庭をつくり
ます。
◎オアシス運動をすすめ、笑顔あふれるまちをつ
くります。
◎ボランティア活動に、すすんで参加します。

人 口 と 世 帯
世帯数　10，780　（＋20）
人　口　28，676人（＋21）
　男　　14，223人（＋5）
　女　　14，453人（＋16）
（　　）は前月との増減数

4月中の異動
　出生　24　　転入　97
　死亡　17　　転出　83

令和2年5月１日現在

　目の不自由な方が広報あぐいを利用できるよう声の
広報ボランティア「あいうえお」がCDに音訳録音してい
ます。録音したCDを利用希望者へ無料で送付していま
す。利用希望者は、下記までご連絡ください。
■問い合わせ先　町社会福祉協議会・ボランティアセンター（４８）１１１１（内１５２３）

■発行／阿久比町（〒470-2292　愛知県知多郡阿久比町
　大字卯坂字殿越50　0569（48）1111）
　編集／総務部政策協働課
■阿久比町ホームページ  ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｔｏｗｎ．ａｇｕｉ．ｌｇ．ｊｐ/
資源を大切に！この用紙は再生紙を使用しています。

広報あぐい　2020.6.1

　町では、新型コロナウイルス感染予防のために、手洗いの徹底、帰宅後のシャワー、うがいの
推進などを呼び掛けています。また、外出自粛に伴い、家庭で過ごす時間が長期化し、水道使用
量の増加が見込まれることから、町民生活や経済活動を支援することを目的として、4ー5月使
用分の水道料金の基本料金を免除します。
■対　象　阿久比町水道事業から給水を
受けている世帯・事業者（用途区分が家
事用と営業用の方で官公署用を除く）
■対象期間　6月請求分（4ー5月使用分）
■実施方法（申請は不要）
　▽　4ー5月の水道料金から基本料金相当額を差し引きます。
　▽　令和2年4ー5月使用分の「使用水量のお知らせ」に記載の金額は基本料金相当額を差し
引く前の金額です。実際の請求金額は基本料金相当額を差し引いた後の金額になります。

　▽　基本料金相当額を差し引いた後の請求金額が0円となる場合は、納付書の送付、口座振
替はしません。

■注意事項
　▽　下水道使用料は免除になりません。
　▽　免除手続きのために銀行やＡＴＭへ誘導することはありません。
　▽　免除手続きについて、役場から電話や訪問することは原則としてありません。
　▽　不審に思った場合は、口座番号や電話番号などを答えず、家族に相談して、警察や役場
まで問い合わせてください。

■問い合わせ先　上下水道課上水業務係　（48）1111（内1219・1220）

用　途

家事用

営業用

基本料金

2,640円

2,750円

■基本料金（2カ月分・税込み）

水道料金の基本料金を免除
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